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はじまりはじまり第1 話
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【民法709条】 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を
侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 

ばいしょう
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　民法は，みなさんの生活の基礎となるルールを定める法律で
す。コンビニで物を買うとき，電車に乗るとき，部屋を借りると
きにも契約を結んでいますが，この契約について定めているのが
民法です。また，みなさんが思いがけない事件や事故にあってし
まったときの被害の弁償などにも，民法が関係しています。
　この民法のうち契約に関するルールが，2020年４月１日から
大きく変わることになりました。これから，桃太郎の鬼退治後の
人生を見ながら，民法の基本的なことや新しくなったルールにつ
いて一緒に学んでいきましょう！

ポ イ ン ト第 1話
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約款約款第2話
やっ かん
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　これまでの民法には，利用規約などのように，当事者の一方が契約内
容を画一的に定めた契約条項（いわゆる約款）についてのルールがあり
ませんでした。しかし，現代では，電気・ガスの契約や，預金や保険の契
約，電車・バスに乗るための契約など，様々な場面で約款が用いられて
います。そこで，新しい民法は，このような契約条項を「定型約款」と呼
び，ルールを定めました。
　新しい民法では，定型約款の中の条項がどのような場合に契約内容と
なるのかといった基本的なルールが定められました。また，利用者の利
益を一方的に害する不当な条項については効力が否定されることも明
らかにされました。

やっかん

ポ イ ン ト第 2話
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賃貸借賃貸借第3話
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　部屋を借りていた人は，その部屋を元の状態に戻して返す義務があります。でも，
借りた時と全く同じ状態にして返すというのは少し厳しいですよね。新しい民法
では，普通に使っていてもつく汚れや傷については直さなくてもよいというルー
ルが明確にされました。
　また，新しい民法では，敷金についてもルールが設けられました。敷金とは，貸
し手が賃料などの支払をきちんと受けられるように，借り手から最初に預かるお
金のことです。預かっているだけですので，借り手がきちんと家賃などを支払って
いれば，賃貸借が終わったときにはその全額を返してもらえるのが原則です。ただ
し，普通の使い方では生じないような汚れや傷を借り手が作ってしまった場合に
は，返還される敷金から元の状態に戻すための費用が差し引かれてしまいます。

ポ イ ン ト第 3話

しききん
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消滅時効消滅時効第4話
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　犯罪では時効という制度がよく知られていますが，民事上の権利にも消滅時効の
制度があります。この話の桃太郎のように，消滅時効の制度を知らないと，取り返
しのつかない結果を招くことがありますから，くれぐれも注意しましょう。また，
民法に定められた事情がある場合には，時効期間を０から数え直す場合があること
も覚えておきましょう。
　新しい民法では，時効制度が大きく見直されました。その内容の一つとして，時
効の起算点と時効期間の見直しがあります。これまでは，①客観的に権利を行使す
ることができる時から10年間で債権は消滅するという原則のほか，②債権者の職
業ごとに時効期間の多数の例外が定められていましたが，新しい民法では，①の原
則のほか，債権者が権利を行使することができることを知った時から５年間で債権
は消滅することとされ，②の例外は全て廃止されました。
　いずれにしても，一番大切なのは，権利を不用意に放置しないことです。返済期
をあやふやにしたり，お金の話をするのは気まずいと考えて解決を先延ばしにする
と，思わぬ結果を招く原因になりますので注意しましょう。

ポ イ ン ト第 4話
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保証保証第5話
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◆ 保証って知ってる？
　契約等に基づく義務（債務といいます。）を負っている人が債務を履行することがで
きない場合に，その人の代わりに債務を履行することを約束することを保証と言いま
す。日常生活でも広く行われているため，聞いたことのある人も多いかもしれません。

◆ 知ってほしい！根保証って何？
　この話で問題になっているのは根保証といい，単なる保証とは少し違います。根保
証は，保証の対象となる債務が契約の時点では特定していないものをいい，保証人の
責任がどの程度大きなものとなるのかを予測することが難しいという特徴がありま
す。今回の民法改正により，根保証については，保証の対象となる債務の内容にかか
わらず，極度額（保証の上限額）を定めなければ効力を生じないこととされました。
　根保証の実例としては，以下のようなものがあります。

◆ 根保証で注意するポイントは？
　根保証契約を結ぶ場合（自分が保証人になる場合もあれば，誰かに保証人になってく
れるようお願いする場合や，自分がお金を払ってもらう立場になる場合もあると思い
ます。）には，後々のトラブルを避けるため，次のポイントに注意する必要があります。

◆ そう！あなたのことですよ！
　今回の改正は，私たちにとても身近な根保証について，大きくルールを変えるもの
です。この改正には，誰もが関係があると言っても過言ではありません。改正の３つ
のポイントは，特によく覚えておきましょう。また，その他にも，保証については，保
証人を保護するための様々な改正がされています。保証人になる場合や，人に保証を
依頼する場合には，保証契約の内容をよく確認しましょう。また，民法改正の内容に
疑問がある場合には，法務省ホームページなどで確認しましょう。

○誰かが住居を借りるときに，借り手が支払わなければならない賃料等について，
　その支払を保証すること
○誰かが入院するときに，患者が支払わなければならない入院費用等について，
　その支払を保証すること

１極度額を事前に合意すること
２その合意を書面または電磁的記録で行うこと
３これらを１つでも守らないと根保証契約全体が無効になること
※個人が保証人になる場合の注意点ですので，会社などが保証人になる場合は別です。

ポ イ ン ト第 5話
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最終話
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　民法は，買い物などの契約に関するルールや，事件・事故があった場合の損害賠
償に関するルールが定められている，生活の基本となる法律です。
　民法は1896年に制定されてから約120年が経ちましたが，その間に時代遅れと
なってしまったルールや，重要なルールであるのに法律に書かれていないものがあ
るといわれてきました。そこで，この民法が大改正され，2020年４月１日からルー
ルが変わることになりました。
　このマンガで紹介した改正のポイントは，次のとおりです。

改正のポイント

　◎インターネットで物を買うとき，電車やバスに乗るときなど，利用規約は様々な
　　場面で使われていますが，民法では，これらを定型約款と呼びます。
　◎今回の改正では，定型約款に関するルールが新しく設けられ，定型約款の中の条
　　項がどのような場合に契約内容となるのかなどの基本的なルールが定められま
　　した。
　◎利用者の利益を一方的に害するような不当な条項については効力が否定される
　　ことを覚えておきましょう。

　◎貸していたお金を返してもらう権利など，権利にはそれぞれ消滅時効期間が定
　　められており，一定の期間が過ぎるとそれを行使することができなくなってし
　　まいます。
　◎改正前は，原則として，権利を行使することができる時から10年で権利が消滅
　　する仕組みとなっていましたが，改正後は，この原則のほか，権利を行使するこ
　　とができることを権利者が知ってから５年経過したときも，権利が消滅するこ
　　とになりました。
　◎自分が持っている権利を不用意に放置しないように注意しましょう。

　◎ある人がお金を支払わなければいけない場合に，第三者が本人の代わりにお金
　　を支払う約束をすることなどを保証といいます。
　◎今回の改正では，保証人をより厚く保護するための改正がされ，根保証について
　　は極度額を定める必要があることとなりました。
　◎保証人はとても大きな責任を負う場合があることを認識し，保証の内容をしっ
　　かりと確認した上で保証をするかを決めるようにしましょう。

〈定型約款〉

〈消滅時効〉

〈保証〉

※新しい民法は，2020年４月１日以後に締結された契約にのみ適用されるなど，その影響が
　ある範囲が法律で決められています。実際にトラブルにあった場合には，民法改正の影響
　があるかを確認するようにしましょう。
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